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Ⅰ 令和６年第１回県議会定例会提出議案等一覧 

                                                                            

（予   算） 

 １ 令和５年度茨城県一般会計補正予算（第８号） 

２ 令和５年度茨城県競輪事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 令和５年度茨城県公債管理特別会計補正予算（第１号） 

４ 令和５年度茨城県市町村振興資金特別会計補正予算（第１号） 

５ 令和５年度茨城県鹿島臨海工業地帯造成事業特別会計補正予算（第１号） 

６ 令和５年度茨城県立医療大学付属病院特別会計補正予算（第１号） 

７ 令和５年度茨城県国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

８ 令和５年度茨城県母子・父子・寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号） 

９ 令和５年度茨城県中小企業事業資金特別会計補正予算（第１号） 

10 令和５年度茨城県農業改良資金特別会計補正予算（第１号） 

11 令和５年度茨城県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算（第１号） 

12 令和５年度茨城県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号） 

13 令和５年度茨城県港湾事業特別会計補正予算（第３号） 

14 令和５年度茨城県都市計画事業土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

15 令和５年度茨城県病院事業会計補正予算（第１号） 

16 令和５年度茨城県水道事業会計補正予算（第１号） 

17 令和５年度茨城県工業用水道事業会計補正予算（第１号） 

18 令和５年度茨城県地域振興事業会計補正予算（第２号） 

19 令和５年度茨城県鹿島臨海都市計画下水道事業会計補正予算（第２号） 

20 令和５年度茨城県流域下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（条例その他） 

 １ 茨城県資金積立基金条例の一部を改正する条例 

２ 茨城県新型コロナウイルス感染症対応地方創生基金条例の一部を改正する条例 

３ 茨城県健やかこども基金条例の一部を改正する条例 

４ 茨城県公立学校情報機器整備基金条例 

５ 県有財産の売却処分について（旧茨城空港公園事業地等） 

 ６ 県有財産の売却処分について（上河原崎・中西地区戸建住宅用地） 

 ７ 県有財産の売却処分について（島名・福田坪地区商業施設用地） 

 ８ 県が行う建設事業に対する市の負担額について 

 ９ 県が行う土地改良事業に対する市町村の負担額について 

 10 県が行う建設事業等に対する市町村の負担額について 

 11 霞ケ浦常南、霞ケ浦湖北、霞ケ浦水郷、那珂久慈、利根左岸さしま、鬼怒小貝及び小貝川東 

部流域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村の負担額について 

 12 訴えの提起について 

 13 権利の放棄について（母子・父子・寡婦福祉資金貸付金） 

 14 権利の放棄について（中小企業事業継続応援貸付金） 

 15 権利の放棄について（県営住宅の使用料等） 

 16 権利の放棄について（県立中央病院の診療料） 

 

（報   告） 

 １ 地方自治法第 179 条第１項の規定に基づく専決処分について 

２ 地方自治法第 179 条第１項の規定に基づく専決処分について 
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Ⅱ 令和５年度２月（最終）補正予算案について 

 

１ 今回補正額                      （単位：百万円） 

区 分 現    計 補  正  額 補 正 後 計 

一 般 会 計 １，３４７，８５３ ▲１８，５３９ １，３２９，３１４ 

特 別 会 計 ４５８，３３０ １２，２２２ ４７０，５５２ 

企 業 会 計 １６９，５８２ ▲２２，０７１ １４７，５１１ 

計 １，９７５，７６５ ▲２８，３８８ １，９４７，３７７ 

 

２ 今回補正の主なもの 

（歳 入）                                                            （百万円） 

・ 県税（地方消費税の減等）                                 ▲３，０４８ 

・ 地方消費税清算金（清算金収入の減）                ▲５，０６７ 

・ 地方譲与税（特別法人事業譲与税の増等）               ３，６８８ 

・ 地方交付税（国補正関連に伴う増）                 １２，９４２ 

・ 国庫支出金（事業費の確定に伴う減）               ▲２３，３５９ 

・ 繰入金（事業費の確定に伴う減等）                 ▲９，６６８ 

・ 繰越金（決算確定に伴う増）                    １２，８０６ 

・ 諸収入（中小企業融資資金貸付金の減等）              ▲１，６７３ 

・ 県債（臨時財政対策債の減等）                   ▲５，５８５ 

 

（歳 出）                                                            （百万円） 

①国補正関連分 

   新 原子力災害対策事業                           ９１７ 

（東海第二発電所から10km圏内の病院等が実施する放射線防護対策への支援） 

 

新 障害児施設性被害防止対策関連事業                    １４ 

 （障害児施設等における性被害防止対策機材の購入に対する補助等） 

 

新 処遇改善関連事業                           ９５６ 

 （福祉施設職員の処遇改善の取組に対する補助） 

 

・ 植物園等魅力向上対策事業                     ３，０８０ 

 （植物園等リニューアルの実施設計及び工事） 

 

新 茨城県公立学校情報機器整備基金積立金               １，７８８ 

 （公立学校の児童生徒向け１人１台端末の整備補助等のための基金造成） 

 

②その他 

   ・ 災害救助基金造成事業                          ２２５ 

    （災害救助法に基づく災害救助基金への積立て） 
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   ・ 退職手当基金積立金（令和６年度の退職見込者数の減）       ▲１，８０２ 

 

・ 感染症予防医療法施行事業                   ▲１７，６４８ 

 （新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う病床確保事業の減等） 

 

・ 公共事業                  【全会計▲４，３１５】▲３，８０７ 

   （国内示額確定等に伴う減） 

 

・ 公債費（利子の支払い等の実績による減）             ▲２，２４３ 

 

・ 税交付金等（市町村等への税交付金等の減）            ▲８，２０２ 

 

 

③今後の財政需要を踏まえた積立 

   ・ 一般財源基金積立金                        ２３，１６０ 

（Ｒ６当初予算での県債発行抑制に活用するための積増し） 

 

３ 繰越明許費                                               （単位：百万円） 

区  分 Ｒ４→Ｒ５ Ｒ５→Ｒ６ 増 減 額 増 減 率 

一般会計 １０７，１３８ １１５，８４９ ８，７１１ ８．１％ 

特別会計 ４，０９８ ５，２７７ １，１７９ ２８．８％ 
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４ 一般会計補正予算款別内訳（歳入） 

 

                                                 （単位：百万円） 

款 名 

補正前の額 

 

（Ａ） 

今回補正額 

 

(Ｂ) 

計 

 

（Ａ＋Ｂ） 

県 税 ４２６，８３１  ▲３，０４８  ４２３，７８３  

地 方 消 費 税 清 算 金 １４３，７８２  ▲５，０６７  １３８，７１５  

地 方 譲 与 税 ５４，５１８  ３，６８８  ５８，２０６  

地 方 特 例 交 付 金 ２，０００  ▲６１  １，９３９  

地 方 交 付 税 １９６，３６８  １２，９４２  ２０９，３１０  

交通安全対策特別交付金 ７３６  ▲１２７  ６０９  

分 担 金 及 び 負 担 金 ８，８０１  ▲６５４  ８，１４７  

使 用 料 及 び 手 数 料 １５，８３７  ▲２２８  １５，６０９  

国 庫 支 出 金 １９０，４３２  ▲２３，３５９  １６７，０７３  

財 産 収 入 １，９７２  １，３８０  ３，３５２  

寄 附 金 １４０  １１５  ２５５  

繰 入 金 ４８，３９３  ▲９，６６８  ３８，７２５  

繰 越 金 ６，８３６  １２，８０６  １９，６４２  

諸 収 入 １４３，１００  ▲１，６７３  １４１，４２７  

県 債 １０８，１０７  ▲５，５８５  １０２，５２２  

計 １，３４７，８５３  ▲１８，５３９  １，３２９，３１４ 
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 ５ 一般会計補正予算款別内訳（歳出）         

                                           （単位：百万円） 

款 名 

補正前の額 

 

（Ａ） 

今回補正額 

 

（Ｂ） 

計 

 

（Ａ＋Ｂ） 

議 会 費 １，６８１  ▲４９  １，６３２  

総 務 費 ４１，２７６  ２２，３６３  ６３，６３９  

企 画 開 発 費 １４，４０７  １，４７４  １５，８８１  

生 活 環 境 費 ８，８２６  ▲１，７４８  ７，０７８  

防災・危機管理費 ５，９７２  ９４４  ６，９１６  

保 健 医 療 費 １３９，２８６  ▲１７，８７３  １２１，４１３  

福 祉 費 １３１，６５０  ７９９  １３２，４４９  

労 働 費 ２，７６８  ▲３２０  ２，４４８  

農 林 水 産 業 費 ４７，１７３  ▲１，５６５  ４５，６０８  

営 業 戦 略 費 ６，８７３  ▲２，０９０  ４，７８３  

立 地 推 進 費 １９，７５５  ▲７，４９９  １２，２５６  

商 工 費 １２４，９６６  ▲３，０１２  １２１，９５４  

土 木 費 １３０，６００  ▲２７４  １３０，３２６  

警 察 費 ６２，６２５  ５１  ６２，６７６  

教 育 費 ２５８，９５８  ２，２６９  ２６１，２２７  

災 害 復 旧 費 ４，０５５  ▲１，５２２  ２，５３３  

公 債 費 １６２，３０９  ▲２，２４３  １６０，０６６  

諸 支 出 金 １８２，６７３  ▲８，２４４  １７４，４２９  

予 備 費 ２，０００  －  ２，０００  

計 １，３４７，８５３  ▲１８，５３９  １，３２９，３１４  
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 ６ 特別会計補正予算 
 
                                           （単位：百万円） 

会 計 名 
補正前の額 

(Ａ) 
今回補正額 

(Ｂ) 
計 

（Ａ＋Ｂ） 

競 輪 事 業 ２０，０５０  １，８８３  ２１，９３３ 

公 債 管 理 １６０，３１８  ３１４  １６０，６３２  

市 町 村 振 興 資 金 ７９６ ４７５  １，２７１  

鹿島臨海工業地帯造成事業 １，９６９  １，１８８  ３，１５７  

県 立 医 療 大 学 付 属 病 院 ３，７１９  ▲２２２  ３，４９７  

国 民 健 康 保 険 ２４２，９３９  ８，５３９  ２５１，４７８  

母子・父子・寡婦福祉資金 ３１５  ３３  ３４８  

中 小 企 業 事 業 資 金 １，３９９  ▲１，０６１  ３３８  

農 業 改 良 資 金 ３７２  ２７  ３９９  

林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 ９１  ６９  １６０  

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 ７２  ２７８  ３５０  

港 湾 事 業 １０，９６５  ▲６９  １０，８９６  

都市計画事業土地区画整理事業 １５，３２５  ７６８  １６，０９３  

計 ４５８，３３０  １２，２２２  ４７０，５５２  

 

 
 

７ 企業会計補正予算 
 
                                                 （単位：百万円） 

会 計 名 
補正前の額 

(Ａ) 
今回補正額 

(Ｂ) 
計 

（Ａ＋Ｂ） 

病 院 事 業 ２９，２３０  ▲２４２  ２８，９８８  

水 道 事 業 ３４，８８１  ▲２，８１９  ３２，０６２  

工 業 用 水 道 事 業 ２１，１９４  ▲２，３７１  １８，８２３  

地 域 振 興 事 業 ５１，８３８  ▲１４，８５６  ３６，９８２  

鹿島臨海都市計画下水道事業 ６，８０６  ▲４１９  ６，３８７  

流 域 下 水 道 事 業 ２５，６３３  ▲１，３６４  ２４，２６９  

計 １６９，５８２  ▲２２，０７１  １４７，５１１  
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Ⅲ 債務負担行為一覧 
 

［一般会計］ 

（変更） 

事  項 事  業  内  容 期   間 限 度 額 

茨城県立あすなろの郷 

建 設 工 事 請 負 契 約 
変

更

前 

茨城県立あすなろの郷セーフティネット棟の建設に

係る工事請負契約を締結する。 

自 令和５年度 

至 令和６年度 
10,950,788 千円 

変

更

後 

同 上 同 上 11,780,090 千円 

女性・若者・障害者 

創 業 支 援 融 資 

損 失 補 償 

変

更

前 

女性・若者・障害者創業支援融資制度に基づき、茨

城県信用保証協会が保証した債務によって損失が生じ

たときは、県がその損失を補償する旨の契約を当該協

会と締結する。 

自 令和５年度 

至 令和20年度 
27,000 千円 

変

更

後 

同 上 同 上 36,000 千円 

新 分 野 進 出 等 支 援 

融 資 損 失 補 償 
変

更

前 

 新分野進出等支援融資制度及び小規模企業支援融資

制度に基づき、茨城県信用保証協会が保証した債務に

よって損失が生じたときは、県がその損失を補償する

旨の契約を当該協会と締結する。 

自 令和５年度 

至 令和20年度 
20,000 千円 

変

更

後 

同 上 同 上 40,000 千円 

パ ワ ー ア ッ プ 

融 資 損 失 補 償 
変

更

前 
 パワーアップ融資（旧パワーアップ融資）制度及び

小規模企業支援融資制度に基づき、茨城県信用保証協

会が保証した債務によって損失が生じたときは、県が

その損失を補償する旨の契約を当該協会と締結する。 

自 令和５年度 

至 令和20年度 
534,000 千円 

変

更

後 

同 上 同 上 1,112,000 千円 

国 営 那 珂 川 沿 岸 

土地改良事業負担金 

変

更

前 

 土地改良法に基づき、国営那珂川沿岸土地改良事業

に係る費用の一部を負担する。 

自 令和５年度 

至 令和16年度 
3,540,041 千円 

変

更

後 

同 上 
自 令和６年度 

至 令和17年度 
3,696,107 千円 

茨 城 県 道 路 公 社 

事 業 資 金 借 入 金 

債 務 保 証 

変

更

前 

国及び金融機関の茨城県道路公社に対する事業運営

資金及び建設事業資金の融資について、県がその債務

を保証する旨の契約を当該機関と締結する。 

昭和46年度以降 180,000 千円 

変

更

後 

同 上 同 上 52,000 千円 

国 補 河 川 改 修 

費 用 負 担 契 約 
変

更

前 

一級河川沢渡川、水戸市見和地先の捷水路整備に係

る費用負担について、東日本旅客鉄道株式会社水戸支

社長と契約を締結する。 

自 令和６年度 

至 令和７年度 
1,400,000 千円 

変

更

後 

同 上 
自 令和６年度 

至 令和９年度 
同 上 
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Ⅳ 条例その他の議案の概要 
 

議   案 内    容 

（財政課、原子力安全対策課） 
 茨城県資金積立基金条例の一部
を改正する条例 
 
 国の原子力発電施設等立地地域
基盤整備支援事業交付金交付規則
の一部改正に伴い、所要の改正をし
ようとするものである。 

改正の内容 
 
茨城県発電用施設周辺地域振興基金に係る事業の対象となる区

域を追加するもの 
 
 
 

 
 

（施行日 公布の日） 

（計画推進課） 
 茨城県新型コロナウイルス感染
症対応地方創生基金条例の一部を
改正する条例 
 
 基金事業の実施期間の延長に伴 
い、所要の改正をしようとするも 
のである。 

 

改正の内容 

 

基金事業の実施期間の延長 

令和 10 年３月 31 日まで 

 → 令和 11年３月 31日まで（１年間） 

 

（参考）基金の概要 
・設置目的 新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大

の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を通じ
た地方創生を図る 

・積 立 額  国から交付を受けた新型コロナウイルス感染症    
対応地方創生臨時交付金のうち知事が必要と認めた額 

 
                    (施行日 公布の日) 

（子ども未来課） 
 茨城県健やかこども基金条例の
一部を改正する条例 
 
 基金事業の実施期間の延長に伴
い、所要の改正をしようとするもの
である。 

 

 

 

改正の内容 
 
基金事業の実施期間の延長 

  令和６年３月 31 日まで  
 → 令和７年３月 31日まで（１年間） 

 
（参考）基金の概要 
・設置目的 安心して子育てができる環境の整備及び妊婦に対す

る健康診査の拡充 
・積 立 額 国から交付を受けた子育て支援対策臨時特例交付金

の額等 
 

（施行日 公布の日） 

（教育改革課） 
 茨城県公立学校情報機器整備基
金条例 
 
 県及び市町村が設置する小学校、
中学校等における情報機器の整備
を図るため、茨城県公立学校情報機
器整備基金を設置しようとするも
のである。 
 

条例の内容 
 
１ 設置目的 
 県及び市町村が設置する小学校、中学校等における情報機器
の整備を図る。 

２ 積立額 
  予算で定める額 
３ 設置期限 
  令和 11 年３月 31 日まで 
 

（施行日 公布の日） 
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議   案 内    容 

（空港対策課） 

 県有財産の売却処分について 

 

 産業立地用地として、小美玉市

与沢1601番16ほか８筆の土地及び

工作物一式を売却しようとするも

のである。 

 

売却する財産の内容 

 

(1)不動産の表示 

  ・土地 

   小美玉市与沢 1601 番 16 ほか８筆 

   面積 28,088 ㎡ 

・工作物 

   門扉、フェンス一式 

(2)売却予定価格 

     122,729,000 円  

(3)売却処分先 

小美玉市堅倉 835 番地 

小美玉市長 島田 幸三 

（宅地整備販売課） 

 県有財産の売却処分について 

 

 戸建住宅の建設用地として、つく

ば市島名字中西 2820 番２ほか 113

筆の土地を売却しようとするもの

である。 

売却する財産の内容 

 

(1)不動産の表示 

   ・つくば市島名字中西2820番２ほか113筆 

  ・土地 80,385.06㎡ 

(2)売却予定価格 

     1,860,000,000円 

(3)売却処分先 

    水戸市笠原町600番地62 

上河原崎・中西地区戸建住宅用地分譲事業共同企業連合体 

代表企業 茨城セキスイハイム株式会社 

       代表取締役 鈴木 芳仁 

（宅地整備販売課） 

 県有財産の売却処分について 

 

 商業施設用地として、つくば市島

名字香取1937番ほか78筆の土地を

売却しようとするものである。 

売却する財産の内容 

 

(1)不動産の表示 

   ・つくば市島名字香取1937番ほか78筆 

  ・土地 40,338㎡ 

(2)売却予定価格 

     2,003,266,000円 

(3)売却処分先 

    つくば市西大橋599番地１ 

株式会社カスミ 

代表取締役 塚田 英明 
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議   案 内    容 

（水産振興課） 

 県が行う建設事業に対する市の

負担額について 

 

 令和５年度において県が行う漁

港事業に対する市の負担額を変更

しようとするものである。 

変更の内容 

 

地方財政法第 27 条の規定に基づく市の負担額の変更 

                     （単位：千円） 
  
 

事 業 名 変更前 変更後 備  考 
漁港事業 89,780 137,589 日立市外３市 

 

（農地整備課） 

 県が行う土地改良事業に対する

市町村の負担額について 

 

 令和５年度において県が行う土

地改良事業に対する市町村の負担

額を変更しようとするものである。 

変更の内容 

 

 地方財政法第 27 条及び土地改良法第 91 条の規定に基づく市町

村の負担額の変更 

                      （単位：千円） 

  

 

事 業 名 変更前 変更後 備  考 

県  営 714,745 1,032,893 水戸市外 34 市町村 
 

（監理課） 

 県が行う建設事業等に対する市

町村の負担額について 

 

 令和５年度において県が行う河

川、港湾及び下水道事業に対する市

町村の負担額を変更しようとする

ものである。 

変更の内容 

 

 地方財政法第 27 条及び下水道法第 31 条の２の規定に基づく市

町村の負担額の変更 

                    （単位：千円）  

  

 

事 業 名 変更前 変更後 備  考 

河川事業 26,650 65,650 日立市外４市 

 港湾事業 121,500 180,455 日立市外３市町村 

 下水道事業 509,921 802,214 水戸市外 30 市町村 

 計 658,071 1,048,319  
  

（下水道課） 

 霞ケ浦常南、霞ケ浦湖北、霞ケ

浦水郷、那珂久慈、利根左岸さし 

ま、鬼怒小貝及び小貝川東部流域

下水道の維持管理に要する費用に

係る関係市町村の負担額について 

 

 令和５年度において県が行う霞

ケ浦常南、霞ケ浦湖北、霞ケ浦水郷、

那珂久慈、利根左岸さしま、鬼怒小

貝及び小貝川東部流域下水道の維

持管理に要する市町村の負担額を

変更しようとするものである。 

変更の内容 

 

・下水道法第 31 条の２の規定に基づく市町村の負担額の変更 

                             （単位：千円） 

流域下水道名 変更前 変更後 備考 
霞ケ浦常南 2,432,274 2,310,260 龍ケ崎市外５市町 
霞ケ浦湖北 2,091,765 2,010,592 土浦市外４市町 
霞ケ浦水郷 331,617 304,029 潮来市外１市 
那珂久慈 

 
2,262,950 2,267,844 水戸市外８市町村、 

ひたちなか・東海広域事務組合 

利根左岸さしま 394,537 404,502 古河市外２市町 
鬼怒小貝 437,395 430,900 下妻市外３市町 
小貝川東部 354,421 350,098 下妻市外３市 

計 8,304,959 8,078,225  
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議   案 内    容 

（中小企業課） 

 訴えの提起について 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大

防止営業時間短縮要請協力金返還

金の支払を求めるため、裁判所へ訴

えを提起しようとするものである。 

提訴の内容 

 

(1)内容 

不当な請求により、相手方が不正に受給した新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止営業時間短縮要請協力金の返還金の支払

を求めるもの 

(2)提訴の相手方 ・株式会社ベジタブる 

 ・代表取締役 栗島 俊一 

（青少年家庭課） 

 権利の放棄について 

 

 時効の到来した母子・父子・寡婦

福祉資金貸付金のうち、回収不能の

債権について、権利の放棄をしよう

とするものである。 

議案の概要 

 

(1)放棄する権利 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金に係る債権 

(2)放棄する金額 922,600 円及びこれに係る違約金 

(3)債  務  者 神栖市土合本町四丁目 9809 番地 124 

県営住宅６棟 104 号 

府馬 愛子 外１者 

(4)放棄 の理 由 

消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込が 

あることから回収不能のため、権利を放棄するもの 

（産業政策課） 

 権利の放棄について 

 

 中小企業事業継続応援貸付金の

うち、回収不能の債権について、権

利の放棄をしようとするものであ

る。 

議案の概要 

 

(1)放棄する権利 中小企業事業継続応援貸付金 

(2)放棄する金額 11,300,000 円及びこれに係る遅延損害金 

(3)債 務 者 水戸市白梅２丁目３番 60-204 号 

ハイツ白梅 A 棟 

黒羽 浩美 外６者 

(4)放棄の理由 

破産法第 253 条第１項の規定に基づき、債務者が当該債権に

つきその責任を免かれたことから回収不能のため、権利を放棄

するもの 

（住宅課） 

 権利の放棄について 

 

 時効の到来した県営住宅の使用

料等のうち、回収不能の債権につい

て、権利の放棄をしようとするもの

である。 

議案の概要 

 

(1)放棄する権利 県営住宅の使用料等に係る債権 計 16 件 

(2)放棄する金額 15,236,739 円 

(3)債  務  者 日立市助川町４丁目 28 番Ｂ－206 号 

野田 勝利 外 15 者 

(4)放棄の理由     

消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があ

ることから回収不能のため、権利を放棄するもの 
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議   案 内    容 

（経営管理課） 

 権利の放棄について 

 

 時効の到来した県立中央病院の

診療料のうち、回収不能の債権につ

いて、権利の放棄をしようとするも

のである。 

議案の概要 

 

(1)放棄する権利 県立中央病院の診療料に係る債権 計２件    
(2)放棄する金額 1,729,150 円 

(3)債 務 者  笠間市下郷 4532 番地 1 

         小沢 みつ江 外 1者 

(4)放棄の理由 

消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があ

ることから回収不能のため、権利を放棄するもの 
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Ⅴ 報告事項 
 

 １．地方自治法第１７９条第１項の規定に基づくもの  
事 項（専決処分年月日） 内    容 

（財政課） 

 令和５年度茨城県一般会計補正

予算（第７号） 

（令和６年１月23日専決処分） 

（百万円） 

【歳入】             専決額   現計    専決後 

  国庫支出金         109 （  190,323     190,432） 

 繰越金          106 （  6,730    6,836） 

  歳入合計           215 （1,347,638   1,347,853） 

 

【歳出】 

 農林水産業費        215 （  46,958    47,173） 

 歳出合計         215 （1,347,638   1,347,853） 

 

（参考）専決後予算規模：1,347,853 百万円 

（教育改革課） 

 訴えの提起について 

（令和６年１月 26 日専決処分） 

 

 懲戒停職処分取消請求事件で、

県の主張を排斥した水戸地方裁判

所の第一審判決を承服できず、東

京高等裁判所へ訴えを提起しよう

とするものである。 

控訴の概要 

 

(1)内容 

   県教育委員会が令和元年７月 25 日付けで行った懲戒処分

（停職１月）が不当だとして係争中の懲戒停職処分取消請求

事件において、第一審判決を承服できず、控訴するもの 

 

(2)控訴の相手方 佃 香織 

（医療人材課） 

 和解について 

（令和６年２月 15 日専決処分） 

 

 交通事故について、和解しよう

とするものである。 

和解の概要 

 

(1)事故発生日時 令和５年８月６日（日）午後３時５分頃 

(2)事故発生場所  石岡市東大橋 450 番地地先国道上 

(3)事故概要 

   普通乗用自動車を運転して出張途中、相手方の小型乗用自

動車に追突した事故（医療人材課所属） 

(4)損害賠償額 606,824 円 

 （全額、損害保険ジャパン株式会社からの支払） 

  
２．地方自治法第１７９条第１項の規定に基づくもの  
事 項（専決処分年月日） 内    容 

（警務部監察室） 

 訴えの提起について 

（令和６年２月 27 日専決処分） 

 

 損害賠償請求事件で、県の主張

を排斥した水戸地方裁判所の第一

審判決を承服できず、東京高等裁

判所へ訴えを提起しようとするも

のである。 

控訴の概要 

 

(1)内容 

   器物損壊での現行犯逮捕及び留置場における戒具使用が違

法だとして係争中の損害賠償請求事件において、第一審判決

を承服できず、控訴するもの 

 

(2)控訴の相手方 鈴木 薫 


